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第１８２回国立市情報公開及び個人情報保護審議会 

日時 令和５年１月３１日 午前１０時から 

会場 市役所３階 教育委員室 

 

出席者 委員  石居 人也  委員  岸 敦子  委員  関口 八千代   

委員  中川 律  委員  中村 英示 

事務局 文書法制課長  吉田 公一  文書法制課文書法制係長  稲山 愛 

文書法制課文書法制係主査  田口 陽平 

説明者 市民課長  吉野 勝治  市民課市民係長 斉藤 真実 

    防災安全課長  松平 忠彦  防災安全課防災・消防係主任  白石 明夏 

法務担当課長  妹尾 祥 

 

【石居会長】  第１８２回国立市情報公開及び個人情報保護審議会を始めたいと思います。 

 それではまず、資料の確認からお願いいたします。 

【事務局】  （資料確認） 

【石居会長】  ありがとうございます。お手元に資料はおそろいでしょうか。大丈夫ですか。 

 では、早速ですがよろしくお願いいたします。 

 それでは、諮問事項の１に入りたいと思います。国立市個人情報保護条例第２９条第１項の規定に

基づく諮問ということで、「国立市住民基本台帳ネットワークシステムに係る個人情報の保護に関す

る条例の一部改正について」ということです。 

 前回、御説明を一度いただいていますけれども、本日何か補足等はございますでしょうか。 

【市民課長】  補足等は特にございませんので、御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

【石居会長】  承知いたしました。ありがとうございます。 

【市民課長】  （自己紹介） 

【市民課市民係長】  （自己紹介） 

【事務局】  本日、法務担当課長、妹尾が同席させていただいております。 

【法務担当課長】  （自己紹介） 

【石居会長】  よろしくお願いいたします。 

 それでは、お手元の資料と、前回いただいた御説明に基づいて御質問、御意見等ございましたらお

願いいたします。いかがでしょうか。 

【関口委員】  では、私から少しよろしいでしょうか。法律分野専門じゃないので、ざっと読んで

きた感想というか確認になってしまうのですけれども、まず１点目が、条例のタイトルというか条例

名の変更については適正かなと思いました。個人情報保護ではなく運用管理の部分に絞るということ

で、次の安心安全カメラとかも運用に関するという条例になっているので、同じような感じで適正か

なというのが一つ、率直な意見になります。 

 あと中身は、個人情報保護に係る部分を除いてというところで、ざっと読んだ感じで幾つか細かい

ところの確認になるのですけれども、１点目が、第８条の委託に係る措置ということで、個人情報を

委託する場合の登録と当該業務に関する秘密保持ということで、「個人情報保護に係る登録等」という

ところを削除されているのですけれども、これに伴って、「住民基本台帳ネットワークシステムに係る
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委託に関して、当該委託に係る登録等を行うとともに」という文言が抜けているのが、個人情報を預

けるいかんにかかわらず、住民基本台帳ネットワークシステム、市の重要なシステムを委託する場合

の委託登録は特にここに規定していなくて、抜け漏れがないのかなというのが、少しぱっと読んで気

になったところですが、大丈夫でしょうか。 

【市民課長】  「個人情報保護条例第３３条の規定に基づく」という文言を削除しているのですけ

れども、これは１条の改正で、先ほどおっしゃられたように、今回、個人情報保護というのを１条か

ら外しておりまして、個人情報保護法が改正されてこちらで一本化されるということがございますの

で、市の条例としてそこを規定することはできないといったところで外させていただいたのが１条で

ございます。そこに引きずられて、８条のほうも「個人情報保護条例第３３条に基づき」というとこ

ろを削除するという流れになっております。 

 ですので、ここに関しましては、私どもとしては、条例の規定としては漏れはないかなと思ってお

ります。 

【関口委員】  単純に、第３３条に基づく個人情報の委託以外は、特に委託登録というのは規定し

なくても問題ないということなのですか。 

【市民課長】  そうですね。 

【関口委員】  分かりました。 

 あともう１点が、すいません、続けてで恐縮ですけれども、第１３条と１５条のところです。審議

会への報告のところで、第１３条のシステム停止の措置のところの、ここは情報漏えいとかに関わる

条例かなと思っていて、ここに情報漏えいや何か不正な利用が起こった際に速やかに審議会に報告し

なければならないというところが個人情報保護条例の改正とともに削除されて、その分、１５条のほ

うに審議会――もともと審議会への報告は年１回というところは１５条に規定があるのですけれども、

ここを条例に基づき報告するという文言が追加されたということなのですが、この辺りの運用も。 

 現行の条例でも、住民基本台帳ネットワークシステムに係る条例に基づき報告を受けるというのが、

あまり明文化されていないところではあるので、今後の運用次第かなと思うのですけれども、この年

１回の報告、結局、１３条が削られて１５条だけになるので、年１回の報告というところに条例上は

限定されるのかなと思うのですけれども、これが本当にこれで足りているかどうか。個人情報保護の

運用に関する新条例でも、審議会への報告は柔軟に対応するというところが多分審議されているので、

個人情報漏えいについては、新個人情報保護法で運用していかなければいけないと言いつつ、住民基

本台帳ネットワークに係る重要な報告とかが、年１回の報告に限らず、必要な場合に適宜行われるよ

うな状態にしておいたほうがいいのではないかなというのが少し気になったところです。私のほうで

気になったのはその２点です。 

【法務担当課長】  そこについて少し補足させていただきますと、本条例は個人情報の保護という

点もありますけれども、それを削ったとしても、本人確認情報の漏えいという形で定義しておりまし

て、厳密に言うと、本人確認情報は直ちに個人情報に当たるかどうかというところについては、種別

によっては個人情報に当たらない場合もあるということは当然だと思われます。 

 １３条で３項、４項を削っておりまして、今、委員が御指摘したような懸念というのは当然理解で

きるのですが、ただ、この対応に関しては、住民基本台帳法施行令２条に基づいて総務省が技術的指

針を定めておりまして、さらにその技術的基準が住民基本台帳ネットワークのセキュリティ対策に関

する指針というものに具体化されております。当指針においては、具体的な漏えい等不正行為が起き
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た場合には、セキュリティ会議を行って関係機関へ連絡をすることは明文化されております。こうい

ったこともありますので、今、御指摘を受けたところに関しましては、関係機関への連絡というとこ

ろでもカバーはできるのかなと思っておりますし、あとは今後の運用で、そこの点を実務的に詰めて

いくというふうな形になろうかなとは思っております。 

 以上です。 

【関口委員】  ありがとうございます。１点、重ねて質問になってしまいますが、その関係機関の

中に審議会が含まれているという理解でよろしいでしょうか。 

【法務担当課長】  この指針で、関係機関というものが、どの機関が含まれているかについては特

に明文があるわけではないですし、住民基本台帳ネットワークシステムに関する関係機関として、イ

の一番に出てくるものとすれば、地方公共団体情報システム機構、いわゆるＪ－ＬＩＳと思われます。

ただ、運用の中でこの関係機関というものについて、柔軟な運用ということもできないではないのか

なとは思っておりますので、これについてはまだ運用面がはっきり定まっておりませんので、所管課

と共に検討していく所存でございます。 

【関口委員】  ありがとうございます。 

【石居会長】  中川委員、よろしいですか。 

【中川委員】  今の話に関連するかもしれないのですが、この１５条の報告というのは情報公開条

例に基づく報告ということに今回から――今までもそうだったのかもしれませんが、ここに明文化さ

れたということだと思うのですけれども、施行条例で一般的な審議会への決定の報告等が想定される

ことになったと思うのですが、これとの関係というふうなお話をおそらく関口委員は聞かれたのでは

ないかなと思うのですが、その辺りどういう整理になっていると考えればよろしいでしょうか。 

【法務担当課長】  すいません、質問がうまく理解できていなくて大変恐縮なのですけれども、今、

規則というふうにおっしゃられたのは。 

【中川委員】  施行条例の新しい。 

【事務局】  事務局のほうから御説明いたします。新しい施行条例のほうで定期的に審議会へ報告

する事項として幾つかありまして、最後に、「前３号に掲げるもののほか、個人情報の取扱いに関する

事項であって、市の機関が必要と認めるもの」と書いてあります。住基ネットの運用状況については、

定期的にという書き方ではなく、年に１回ということで、別に施行条例に基づく報告もできたのです

けれども、あえて明文化するために住基ネット条例のほうに規定を置いたという、今までもそのよう

な形になっていたというのもありますし、そちらを明文化した形になっております。 

 新しい１５条のほうで情報公開条例というのを持ってきていますのは、審議会の定義を前の条文で

削った関係で、審議会の定義を１５条のところに持ってきているような形になっております。 

【中川委員】  なるほど、そういうことですか。 

 基本的な整理としては、住民基本台帳ネットワークシステムの、個人情報保護ではなくて適正な運

用管理に関する条例というふうなことになったので、１５条の運用状況の報告というのは、システム

管理の観点から報告がなされるというふうな趣旨のもの、個人情報の保護ではなくてというふうな理

解でよろしいでしょうか。 

【市民課長】  今までは個人情報保護というのを前面に出してきたのですが、運用管理して、個人

情報保護の中に運用管理をきっちり行うことによって、結果的に保護されてくるというようなくくり

で、今回、条例の規定を見直すこととなっております。そのような状況となります。 
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 運用管理の中に報告も入れることによって、これまでと変わらない形で審議会への報告がなされて、

御意見等をいただくような形かと思っておりますので、運用上何か変わることはなくというところに

なってきます。 

【中川委員】  一応体裁の上ではすみ分けをしていくというか。 

【市民課長】  そういうことです。おっしゃるとおりでございます。 

【中川委員】  せっかくこの間、担当課のほうからも報告の在り方の見直し等をしていただきまし

たので、せっかく条文も残りましたので、引き続き対応していただければと思います。 

【市民課長】  ありがとうございます。 

【中村委員】  中村から幾つか質問してもよろしいでしょうか。 

【石居会長】  中川委員、一旦よろしいですか。 

【中川委員】  はい。 

【石居会長】  中村委員、お願いします。 

【中村委員】  ありがとうございます。６条の統括責任者設置等の設置についてです。「セキュリテ

ィ対策を実施するための責任者並びにこれらの者を統括する責任者を置く」と書いてあります。具体

的にはどのような方がこの責任者になり、統括責任者はどのような方がなる予定になっているでしょ

うか。 

【市民課長】  住基ネットセキュリティ統括責任者、こちらは副市長でございます。住基ネットセ

キュリティ統括副責任者、こちらが行政管理部長でございます。あとは、住基ネットセキュリティ統

括責任者、こちらは政策経営部長でございまして、私、市民課長のほうが住基ネット運用管理者にな

ります。それから、情報システムセキュリティ責任者というのがございます。こちらのほうは情報政

策担当課長になります。 

【法務担当課長】  １点、法務担当から補足なのですけれども、今読み上げた部分につきましては、

従前の国立市住民基本台帳ネットワークシステムに係る個人情報の保護に関する条例施行規則の３条

以下に、それぞれセキュリティ統括管理者以下、定義と、あとは誰をもって充てるかについては明文

の定めがございます。 

【中村委員】  ありがとうございます。 

 続きまして、第７条の緊急時の計画の策定の条文です。「緊急時の対応に係る計画を策定するものと

する」と書いてあります。これはいつ頃、どのような内容の計画を策定される予定なのでしょうか。 

【市民課長】  こちらは、緊急時対応計画というのはもう既に、これは住民基本台帳ネットワーク

システムのセキュリティ対策に関する指針というところに規定がございまして、これに基づいて緊急

時対応計画というのは既にございます。何か問題が起こったときには、それに即した形で対応すると

いう形になってございます。 

【中村委員】  ありがとうございます。 

 続いて第８条の委託に係る措置の条文です。市の機関以外のものに委託する場合は、当該業務に係

る秘密の保持について適切な措置を講ずるものとするという条文があります。ここでいう「適切な措

置を講ずる」という具体的な内容はどのようなものになるでしょうか。 

【市民課長】  こちらも指針のほうに――指針と申し上げたのが先ほど来申し上げています住民基

本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策に関する指針というのがございます。こちらの秘密

保持についての適切な措置を講ずるというところでございますが、こちらのほうも、個人情報等の適
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切な秘密保持に何らかの問題が起こったときには、指針の中に定義されております不正行為の対応に

関しまして、このようなフローで対応しなさいという規定がございます。そちらに基づいて対応する

というような形がございますので、そちらの指針にあるような流れでもって適切な措置を講ずるとい

うような形を考えてございます。 

【中村委員】  第８条は、ネットワークシステムに係る業務の処理を市の機関以外に委託する場合

に、本人確認情報等の保護を図るために秘密保持等の措置及び体制を確認して、守秘義務について必

要な条件を付するという形で、適切な措置を講ずるものというふうに規定されています。ということ

は、これは市の機関以外に委託する場合の契約書の内容として、秘密保持契約などを締結するという

趣旨だと理解しました。そうすると、一定の秘密保持等についての条件がもう既に決まっていて、そ

れを転換的に締結していくという意味なのでしょうか。 

【法務担当課長】  ただいまの点について補足させていただきます。市民課長が申し上げている住

民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策に関する指針については、先ほど申し上げた不

正行為に関しては当然定めてありますけれども、委託先事業者に対する留意事項についても言及がな

されております。地方公共団体から本人確認情報の処理について委託を受けた事業者について、地方

公共団体は委託の都度、本人確認情報を取り扱うことができる者を指定します。ただし、この指定と

いうのは必要最小限度のものとしなければならないということがまず定められておりますし、端末の

操作についても、これは国立市職員以外に委託することはできないという形など、具体的な委託に際

しての定めというものがございます。 

 私からの補足は以上です。 

【中村委員】  続いて１１条に、市長は、ネットワークシステムのセキュリティの確保について監

査を実施するという規定がございます。この監査は、具体的にはどのような時期にどのような方法で

行うことを予定されているのでしょうか。 

【市民課長】  これもセキュリティ対策に関する指針に規定がございまして、監査計画というのが

ございまして、こちらの監査計画をまず作成しまして、それに基づいてというところがございます。

そのタイミングなのですけれども、年１回、監査を実施するというところでございます。こちらのほ

うが予備調査というのがございまして、予備調査に基づいて本調査というのがなされます。現場の確

認をしてもらって、何か問題があればそれに対して適切な処置を講ずるといったような流れがござい

ますので、こちらの指針に基づいた監査を実施するといったところでございます。 

【中村委員】  監査の結果の報告はどこかで行われるのですか。 

【市民課長】  監査の結果の報告は、報告会の開催というのがございまして、セキュリティ統括責

任者が被監査分、我々のほうの責任者等に説明をした上で、指摘事項とか監査事項についての報告会

を開催するという形になってございます。 

【中村委員】  市民向けに情報公開される予定はありますか。 

【市民課長】  情報公開に関しての規定というのは特にございません。 

【中村委員】  監査結果を対外的に情報公開する予定は特にないという理解でよろしいですか。 

【市民課長】  これまではそうだったので、今のところはそのような形で、おっしゃるとおりの形

で考えております。 

【法務担当課長】  １点補足させてもらいますと、平時の監査ですので、これを公開原則するとい

うことになった場合、ネットワークのセキュリティに関して重大な危機が生じたりします。もちろん
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緊急時の対策結果につきましては公開、住民説明ということは当然指針の中には含まれておりますけ

れども、今、御指摘ある１１条の監査結果については、今申し上げたような懸念がございますので、

従前どおり、特に原則公開とかそういった規定は設けておりません。 

【中村委員】  分かりました。ありがとうございます。 

 次、１６条に職員の研修の規定がございます。「本人確認情報等の保護のため必要な事項について、

職員に対し計画的に教育及び研修を行う体制を整備する」と。具体的にはどれぐらいの頻度で、どの

ような方法で教育及び研修を予定しているのでしょうか。 

【市民課長】  基本的には、職員が替わったときというのがまず一つ、異動が起こったときに新し

い方に私のほうで職員研修をしたりもしているのですけれども、それからあとは臨時職員、会計年度

職員というのがございまして、こちらのほうを採用したときに、まずやるというのが一つございます。 

 それから、あとは定期的に職員のヒアリングを私のほうでやっておりますが、そのときに必ず押さ

えておかなければならない個人情報保護に関する考え方、それから、マイナンバーに関するところと

住基ネットに関する部分で規定されています個人情報保護の漏えいに関する問題が起こらないように、

必要十分な押さえておかなければいけない部分に関しまして、私のほうで繰り返し研修という形で伝

えているところでございます。 

【中村委員】  ありがとうございました。私からは以上です。 

【石居会長】  ありがとうございます。 

 ほかにいかがでしょうか。 

【岸委員】  よろしいでしょうか。 

【石居会長】  岸委員、お願いします。 

【岸委員】  もう既に御説明済みだったら申し訳ないのですけれども、第５条の会議の設置につい

て。実際には既に指針に定めがあって、条例、規則などにも審議事項について定めがあるということ

なので、これは具体的にはどのように開催されて、どのような方々が。具体的な開催方法と、あと、

第１０条２項に、緊急措置の実施において、重大な脅威を及ぼすおそれがあるときは第５条に定める

会議を招集し、審議を経て必要な措置を講じるということが規定されていると思うのですけれども、

この１０条２項については新設の条項ということで、緊急措置の実施の場合なので、なかなかないよ

うな事態だとは思うのですけれども、どのような手順とか流れで開催されることを想定していらっし

ゃるのか。 

【法務担当課長】  まず、セキュリティ会議の構成メンバーについて御説明させていただきます。

国立市住民基本台帳ネットワークシステムに係る個人情報の保護に関する条例施行規則第７条におき

ましては、セキュリティ会議には、次に掲げる者をもって組織すると定めがございまして、セキュリ

ティ統括責任者、セキュリティ統括副責任者、運用管理者、政策経営部長、政策経営課長、総務課長、

文書法制課長、情報政策担当課長が出席するものとされております。ここはもう、規則で明文化され

ております。 

 後半の部分の説明に移ります。仮に不正行為があった場合の対応手順をフェーズごとに説明をさせ

ていただきます。これにつきましても、住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策に関

する指針に定めております。仮に不正行為が発生した場合におきましては、手順１としては状況の把

握、手順２としては緊急措置の実施、手順３については、本人確認情報に重大な脅威を及ぼすおそれ

があるかないかを判断する、手順４については、セキュリティ会議の開催を行い、関係機関への連絡、
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緊急時体制の確立、詳細な被害状況等の把握、ネットワーク遮断等の判断、住民対応、緊急措置の見

直しの判断、Ｊ－ＬＩＳへの支援要請、広報、恒久対策の立案等について会議を行い、会議で決めた

ことにつきまして実施していきます。さらに手順５として原因の究明、手順６として緊急措置の見直

しがあります。また、不正行為が終わった後につきましても、手順７として恒久対策の実施について

行うこととされております。 

 概要については、以上でございます。 

【岸委員】  ありがとうございます。 

 これは、ちなみに第５条のほうの会議としては、定期的に開催されているというようなものでは特

にないということですか。「設置する」としか書いていないので。 

【市民課長】  住基ネットのセキュリティの必要な対策に対する会議ということなのですが、第５

条に規定している会議に関しましては定期的に開催をしております。１年に１回開催しておりまして、

住基ネットに関して、どのような形で運用がされているのかといったところの報告でございます。 

【岸委員】  ありがとうございます。 

【石居会長】  ほかにございますでしょうか。 

【中川委員】  今の１０条の関係のところなのですけれども、改正の要点のところで、１つ目の黒

丸の趣旨が私は分からなかったので御説明いただきたいと思うのですが、個人情報取扱事業者に対す

る監査等については定めがある一方、市町村長による措置を定めていない。そのため、現行条例１０

条は個人情報保護の趣旨に整合しないおそれがあるというふうなことが書いているのですけれども、

監査等の定めについての話と市町村長による措置の話の内容と、どう整合しないという話なのでしょ

うか。 

【市民課長】  改正個人情報保護法１４６条以降の報告及び立入検査というところがございまして、

こちらに個人情報取扱い業務に対する個人情報保護委員会の監査等の規定がございます。当委員会が

行使するということを定めておりまして、市長による措置ということがこちらのほうには定めがござ

いません。委員会というのが主語になっておりまして、個人情報保護法の趣旨に現行の第１０条が整

合しないおそれがあります一方、先ほどから申し上げている指針のほうで、不正行為一般に対する体

制の整備を定めていますことから、同指針に沿った形での変更をするという形の御説明でございます。 

【法務担当課長】  少し補足させていただきたいと思います。今、委員がおっしゃったのは、監査

というふうに……。 

【中川委員】  監査等については……。 

【法務担当課長】  監督等、これは監督です。 

【中川委員】  すいません、見間違えていました。 

【法務担当課長】  なので、従前の条文は、市長による監督として、必要な調査及び物件の提出、

さらに必要な媒体の処分その他必要な措置を命ずることができるという、かなり市長に権限を与えて

おりました。ところが、個人情報保護法が施行されてしまうと、市町村長にはそういった権限は法律

上定められておりませんで、代わって国の個人情報保護委員会がこれら、つまり立入検査とか勧告及

び命令、物件の提出等を行うことができるというふうに権限が委譲されているというところがござい

ますので、その監督等に関しては、この法律に合わせて１０条を改正したと、こういう趣旨でござい

ます。 

【中川委員】  なるほど。分かりました。 



 -8- 

 ただ、そういうような、いわゆる強制的な措置については削除した一方で、一般的な調査等の指示

はできるというふうになっているという理解でいいですか。 

【法務担当課長】  そうですね。特にこれ、不正行為があった場合の対応ですので、これに関して

は、そもそも国の技術的基準及び指針についても、各自治体においてどう対応するか定めないといけ

ないというふうに言われております。ですので、対応策として、関係機関の連絡とか必要な調査とい

うのは当然含まれていると思われますし、そもそも住民基本台帳ネットワークシステムの運用という

のは、個人情報保護法とは別の法体系による規制でございますので、住民基本台帳法以下、各法令に

基づきまして調査等を行っていくことができるものと考えております。 

【中川委員】  本条例自体が個人情報の保護を目的にしたものではなくて、システムの適正な運用

管理を目的にしたものになったので、本人確認情報等、不当な目的で取得する等のことに関しては、

本来的にというか何というか、個人情報の保護に関わる問題であるというふうに整理されたという。 

【法務担当課長】  本来的にはというか重なってしまう部分があります。重なってしまう部分につ

いて、個人情報保護法があるからといって市町村は手出しができないかと聞かれると、そうではない

というふうに考えております。それに基づいて今回の改正案を提示しておりまして、具体的には、住

民基本台帳ネットワークシステムの適正な管理運用については住基法以下に定めがありますので、そ

れに関しては、仮に個人情報に当たったとしても、各自治体において適切な運用管理及び不正行為に

対する対応というものができる、そういう考えに基づいて、この条例案を提出させていただいている

次第でございます。 

【中川委員】  なるほど。解釈の問題としては、例えば既存の文言を残したとしても、目的の違う

ような形で個人情報の保護ではなくて、適正な管理の下に市長が様々な権限を行使するという規定を

残し得るかもしれなかったけれども、ただ、住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策

に対する指針等での対応が別途定められているので、そちらのほうに置き換えたというふうな理解で

いいですか。 

【法務担当課長】  正確に言うとそうではなくて、特に現行１０条は住基法以下、住基ネットワー

クシステムに関する国の法律ではカバーができていないというか、直接的な定めがない部分なので、

これはその後、住基ネットワークシステムの適正な管理運用から、ややもう外れてしまっているだろ

うと。個人情報の保護のほうに、もう行ってしまっているので、これは残すことは困難というふうな

理解に立っております。 

【中川委員】  なるほど、理解できました。実質的には、個人情報保護法の措置に譲る形になって

いるけれども、市としての活動領域を確保するために当該条文のような改正措置をしたという理解で

よろしいですか。 

【法務担当課長】  そうですね。端的に言うと権限を現行条例では与えている形になってはいるの

ですけれども、それを不正行為等緊急時に対してどのような対策ができるかというような観点から規

定し直している、そういう形になっております。 

【中川委員】  了解いたしました。 

 あと、罰則の規定については、これは削除という。 

【法務担当課長】  全削除という形に。 

【中川委員】  住民基本台帳法４２条を確認しようかなと思ったのですけれども、少し条文をたど

るのが大変だったので分からなかったのですが、基本的には同様の規定事項があるという説明のよう
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ですが、それは……。 

【市民課長】  では、御説明させていただきます。住民基本台帳法４２条は現行の１８条の罰則の

１項と基本的に同じでございます。２年以下の懲役又は１００万円以下の罰金。それは現行の第９条

２項の規定に違反して秘密を漏らした者に対しての罰則規定、こちらのほうも住民基本台帳法と同じ

でございます。 

 現行１８条の第２項と３項がありまして、第１項と第２項に関しましては住民基本台帳法の第４２

条になりますが、現行の第２項の１年以下の懲役又は５０万以下の罰金というところが、法律では１

００万円以下の罰金という形になっていますので、そちらのほうがより刑が重いというようなところ

がございます。 

 それから、１８条の第３項、次のいずれかに該当する者は５万円以下の過料に処するというところ

がございますが、こちらのほうは個人情報保護法の１７８条、１年以下の懲役又は１００万円以下の

罰金という形になっております。個人情報保護法の規定のほうがより重いという形もございまして、

なおかつ法律で規定したところに関しましては、二重処罰の禁止という規定が憲法のほうにありまし

て、法律で規定されているものを改めて、同じ目的と同じ内容に関しまして条例のほうで規定するこ

とができないという見地から、１８条は削除という形をとらせていただいているところでございます。 

【法務担当課長】  １点補足させてください。今、量刑の話をさせていただいたと思うのですけれ

ども、多分、委員はそれに加えてどういう行為にその条例等がかかってくるかという御質問だったと

思いますので、そこの点だけ補足させていただきます。 

 現行条例１８条１項及び２項は、市長から本人確認情報等を取り扱う業務の委託を受けた者が秘密

を漏らした場合及び本人確認情報を不当な目的に利用した場合、これらについて罰則を与えておりま

す。これらについては、先ほど市民課長が申し上げたとおり、住民基本台帳法４２条――４２条は秘

密を漏らした場合、４３条が不正な目的で利用した場合について定めております。つまり、行為につ

いて同様の罰則規定が現況もあるということになります。 

 続きまして、１８条３項の１号、２号につきましては、これは現行の１０条の、市長の調査等に従

わなかった場合に罰則を加えるという規定でございます。これについては、そもそも１０条が変わる

ということもあるのですけれども、それに加えまして、住民基本台帳法は国の委員会が調査や勧告を

行います。これに対して従わなかった場合の罰則を、先ほど市民課長が申し上げた１７８条や１８２

条で罰則を与えております。これも法律が既に罰則を科しているということになりますので、法律が

既に罰則を科している事項に関して、条例が重ねて罰則を科す必要はないだろうと、そういう考えか

ら全面削除という形になっております。 

【中川委員】  よく理解ができました。ありがとうございました。 

【石居会長】  ほかにいかがでしょうか。 

 先ほどの１０条に関して私からも２点なのですが、確認したいことは一つで、現行の１０条２項、

主語は市長になっているので、ここは変わるということは前提にした上で、１０条２項に含まれてい

るような内容というのは、改正版の１０条１項の３行目、「当該不正行為の状況の把握をし」に含まれ

ているというふうに理解をしてよろしいですか。 

【法務担当課長】  御指摘のように調査なので、状況把握ということで対応しているということで

ございます。 

【石居会長】  分かりました。 
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 あともう一つは、市長が主語になっていたものが、事実上、統括責任者、副市長に変わるというこ

との理由は分かりました。その上で、２項に関わるところになると思うのですが、５条に定める会議

の招集というのが、これは現状もそうですし、それを引き継いだ新しいものもそうなのですが、必要

と認めるときに招集をするということになっているのですが、ただ、不正行為に関わる件ですし、従

来、市長に全てが集約されていたものを今回改めたわけですが、これも事実上、今の規定だと統括責

任者に全てが、このままだと権限が集約されるということで、そこの部分では主体が変わっただけで

中身が変わっていない。そういう意味でいうと、必要があると認めるときの招集だけで果たしていい

のかというのは少し心配な部分があって、不正行為に関わる問題なのであれば、会議体の招集という

のはやはり必要なのではないかというような気もするのですが、その辺りはいかがでしょうか。 

【法務担当課長】  一応この文言というのが、現行の１０条３項「本人確認情報等を保護するため

必要があると認めたとき」というふうな部分と少し平仄を合わせているのですけれども、今御指摘い

ただいた点も含めて、文言でそこまでハードルを上げないという趣旨は理解しておりますので、そこ

も含めて、技術的な点につきましては、ブラッシュアップしていきたいと考えております。 

【石居会長】  場合によっては運用でというようなことにもなるということですか。 

【法務担当課長】  そうですね。しかも、今の点に少し補足させていただきますと、副市長に１０

条は権限を集中していますけれども、一方で、改正１３条でシステム停止等の措置については、いま

だ市長に権限を残しております。これが統括責任者やシステム会議とかそういったものではなくて、

市長が直接判断することができるという、かなり強大な権限を残しておりますので、本人確認情報が

仮に脅威にさらされているということであれば、１３条を適用するという可能性も余地としては残し

ているということになります。 

【石居会長】  分かりました。ありがとうございます。 

 ほかにいかがでしょうか。 

【中川委員】  第１４条の本人への通知等で挿入された「第１０条第１項の規定により機構に報告

したとき」というのは、２項ですか。１４条の柱書きの一文目。 

【法務担当課長】  確かに。これはおっしゃるとおり、２項が機構への報告を行うということなの

で、ここは単なる誤記でございます。御指摘ありがとうございます。 

【市民課長】  申し訳ございません。 

【中川委員】  それで、この規定の仕方なのですけれども、「報告したときに」というふうにした趣

旨というのは、どのような趣旨なのでしょうか。不正行為が発覚した時点で本人通知してもいいのか

なと思うのですが。 

【市民課長】  現行の第１４条が、これは「市長が」というふうになっていますが、こちらはもと

もと「第１０条第３項の規定により措置を命じたとき」という形になっておりますので、第１０条の

中身が置き換わっておりますので、そちらのもともとの規定と、置き換わった第１２条のほうの規定

を勘案しまして、より、現行の第１４条の趣旨に沿った形で「機構に報告したとき」という文言にさ

せていただいた次第でございます。 

【法務担当課長】  あともう１点が、委員の質問の趣旨というのは、被害者に報告するのはもっと

早くてもいいのではないかなというのは、もっともな御指摘だと思います。これについては、条例で

確かに文言上は「報告したとき」となっているのですけれども、また指針に戻ります。指針で機構に

報告する時点というのが、フェーズ１の状況の把握、ここにおいて状況報告しておりますので、この
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段階でも、市民に説明をするということが解釈上とれるということで、指針と併せて運用していこう

と考えております。 

【中川委員】  なるほど。では、かなり当初の段階で本人通知がなされることが想定されていると

いう。 

【法務担当課長】  御指摘のとおりです。 

【中川委員】  了解しました。 

【石居会長】  ほかにございますでしょうか。よろしいですかね。 

 では、答申の取りまとめに移りたいと思います。 

 では、関口委員からお願いいたします。 

【関口委員】  冒頭にも申し上げましたとおり、条例名も含めて内容については理解し、問題ない

というのも不遜な言い方ですけれども、よろしいかと思います。非常にいろいろな条例と法が複雑で

難しいなと思いますが、こういった形で住民基本台帳ネットワークに関する運用というところをひと

まとめにする条例があることは非常に意義があることだと感じております。 

 以上です。 

【石居会長】  ありがとうございます。 

 では、中川委員、お願いします。 

【中川委員】  住民基本台帳の条例については、国立市においては非常に長い歴史の中で制定され、

運用されてきたという経緯があると思いますし、その制定の経緯そのものが、かなり住民自治の理念

に即した形で制定されたものではないかというふうに思いますので、できるだけその趣旨を反映する

形で、こういった形で残していただくことには非常に大きな意義があるというふうに思います。 

 内容を伺いましても、それぞれ細部まで考慮いただいているようですので問題ないかと思います。

会長等から御指摘のあった点等を詰めていければよろしいかというふうに考えております。 

 以上です。 

【石居会長】  ありがとうございます。 

 では、中村委員、お願いします。 

【中村委員】  条例自体には私は賛成です。ただし、８条、９条、１１条、１３条、１６条など、

条例が適切な措置、必要な措置、監査の実施などを委ねている部分が多数あります。これは運用によ

っては骨抜きになってしまう可能性はあると思います。なので、この住基ネットワークシステムの適

切な運用管理に関する条例の第１条の目的に照らして、適切な運用が今後されることを期待します。 

 以上です。 

【石居会長】  ありがとうございます。 

 では、岸委員、お願いいたします。 

【岸委員】  法律などと平仄を合わせるために必要でもありますし、気を配っていただいていると

思いますので、よろしいかと思います。運用面が大切だというのは私も全く同感でございますので、

指針などを重視しながら運用していただければと思います。 

【石居会長】  ありがとうございます。 

 私も皆様と同じで、細かなところまで詰めていただいたと思いますし、また、既存の条例の制定の

背景やその趣旨というものを、できるだけやはり残す、生かすという方向での改正ということを目指

していただいていると思いますので、お認めするということでよろしいかと思います。 
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 細部のところは、今日の議論を少し踏まえて調整などいただければと思います。あとは運用が大事

だと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 では、そのような形で答申をまとめさせていただきますので、引き続きよろしくお願いします。 

【市民課長】  ありがとうございます。 

【法務担当課長】  ありがとうございました。 

【石居会長】  ありがとうございました。 

（説明者入れ替わり） 

では、よろしいでしょうか。諮問事項の２、国立市個人情報保護条例第２９条第１項の規定に基づ

く諮問ということで、「国立市安心安全カメラの設置及び運用に関する条例の改正について」というこ

とで、まずは担当課のお二方、自己紹介をお願いできますでしょうか。 

【防災安全課長】  （自己紹介） 

【防災安全課防災・消防係主任】  （自己紹介） 

【石居会長】  それでは、前回、少し御説明をいただいていますが、本日また、補足等はございま

すでしょうか。 

【防災安全課長】  １点ございます。お願いいたします。 

 補足事項ですけども、前回、御説明しました改正条例案の第６条及び第７条につきまして、さらに

お示しをさせていただいている部分がございます。 

その後、前回から検討を重ねまして、担当部署としましては、案２のほうで進めていきたいと考え

てございます。この案２とします理由ですけども、第１案につきましては、改正個人情報保護法が適

用される個人情報取扱事業者につきましても可能な限り条例に適応させようということで考えてまい

りましたけども、個人情報保護法に重ねて条例を適用することは、国の個人情報保護委員会が禁止し

ている法に規定する個人情報保護やデータ流通に直接影響を与えるような事項につきまして、独自の

規定ということに当たってしまい、適切ではないのではないかと判断いたしました。このため、当局

としましては案２のほうで進めていきたいということでございます。 

 補足することとしては、以上でございます。お願いいたします。 

【石居会長】  ありがとうございました。 

 それでは、前回の御説明と今の補足に基づいて質疑ということに移りたいと思います。御意見、御

質問等ございましたらお願いいたします。 

【関口委員】  私のほうからよろしいでしょうか。 

【石居会長】  お願いします。 

【関口委員】  こちらの安心安全カメラの設置及び運用に関する条例については、もともとカメラ

の設置と運用に関する条例になりますので、先ほどこの前に住基ネットの条例の審議をしていたので

すけども、それとは違って、もともと運用なので内容が物すごく変わるというよりは、条例の対象と

なる主体の事業者ですとか責任者のすみ分けですとか参照する条文の修正というところが主な修正に

なっているかという理解しています。 

【防災安全課長】  そうです。 

【関口委員】  その中で、私も不勉強で恐縮なのですけども、安心安全カメラのほうは、個人情報

保護、個人情報よりももう少し広いプライバシーの保護というところの規定を重視して定められてい

るかなと思うのですけども、この辺りがどこにどのようにかかってくるのかが読んでいてなかなか理
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解が難しくて。個人情報のみに特定されるプライバシーということだから条文の中身をそんなに変え

なくてもいいという御判断なのか、表でも整理していただいているのですけど、対象事業者だけを整

理すれば大丈夫というところなのかというのが、すいません、少々漠然とした質問というか意見にな

ってしまうのですけども、少し整理が難しくなって御説明いただくことができますでしょうか。 

【防災安全課長】  御回答させていただきます。 

 もともと個人情報保護法が改正されて、国の法律に包含されて、変な話ですが、今の条例が薄くな

るのかなということを懸念していました。その中で、個人情報とは別にプライバシーの保護という概

念の中――概念という考え方の下、その面を含めまして、前にもお配りしているのですけども、２枚

目ですかね、個人情報の外側にプライバシーの保護というところを持ってきまして、右側の括弧書き

で書かれているところを見ますと、個人情報の保護とプライバシーの保護につきましては、保護とい

うプライバシーとは、「自己情報をコントロールする権利ないし法的利益」というよりも、「私生活を

みだりに公開されない権利ないし法的利益」ということで、プライバシーというと他人から疎外され

ないというか被害を受けないということの側面が強いのかなと思っています。 

 個人情報保護法の改正によりまして、安心安全カメラの条例の保護法益から個人情報が、この中か

ら外れるとしても、外側のプライバシーの保護という概念のことが残っているので、本来でいえば、

薄くはなるのかなと思うのですけれども、また、他市のほうの改正を見ますと、すごく法に包含され

て、今の条例がすごく削除されている状況があります。ですけども、このプライバシーという概念も

含めて、今まで国立としては保護してきたという考え方ありますので、その中で条例を一部改正にと

どめているというところです。具体的にどこなのかというところが、各条例があるのですけども、基

本的には第１１条で法に包含されているので、個人情報取扱事業者については第１条で個人情報保護

法に基づいて整理してくださいねというところです。 

 今回、国立の独自性があるのは、個人情報取扱事業者に当たらない方、具体的には、国立の今の安

心安全カメラの条例で、安心安全カメラをつけている事業者のほとんどが、これは個人情報取扱事業

者に該当しない方なのですね。現状としては、その方たちを今までも管理してきたという部分があり

ますので、その方たちのターゲットを残すような形で、今回、一部改正にとどめているというような

形でございます。 

 なので、具体的には６条、７条とか、６条から９条ぐらいまでが該当しない方も含めて包含して書

かれているという形になります。ここがちょっと国立の特殊性なのかなというふうに考えています。 

 以上です。 

【関口委員】  ありがとうございます。 

【中川委員】  確認ですが、今の点、法律忘れてしまったのですけども、個人情報取扱事業者に該

当するのは２,０００人以上とかいう話ですか。 

【法務担当課長】  これについては改正がございまして、人数問わず個人情報データベースを事業

の用に供しているもの、これが個人情報取扱事業者になりますので、法の適用の範囲が劇的に広がっ

たというところがあります。そこと条例の６条以下というのがかなりバッティングする部分がこのま

まだとございますので、保護法益をプライバシーというふうに付け替えた上で、さらに、法は自治体

において法と同じ目的でも別の目的でも、条例によってその規制を及ぼすことはできないという国の

個人情報保護委員会が見解をつけておりますので、そこの整理を行っているというところでございま

す。冒頭で２案を押しますというふうに防災安全課長が申し上げたのは、その点と関係しております。 
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【中川委員】  すいません、もう１点、確認ですが、個人情報取扱事業者に法律上当たる事業者の

定義というのは、どのような定義になっているのでしょうか。 

【法務担当課長】  個人情報取扱事業者に当たる事業者というのは、個人情報データベースを事業

の用に供している者。個人情報データベースというのは何かといいますと、データベースというのは、

個人情報を含む情報の集合物であって、特定の個人を検索することができるよう体系的に構成したも

のを言います。これは法１６条１項でその定義があるのですが。なので、コンピューターを用いて検

索するものだけじゃなくて、紙媒体にインデックスをしたものも含まれます。 

 ただ、カメラデータにおきましては、単に蓄積したものについて記録した日時について検索するこ

とは可能であったとしても、特定の個人に関する映像情報について検索することができない場合には、

個人情報データベース等には該当しないということになります。つまり、デジタルカメラ等であって

も、ただ単に撮影しているということだけでは個人情報データベースに当たらず、これを仮に事業の

用に供していたとしても、個人情報取扱事業者には当たらないと、こういう説明になります。 

【中川委員】  分かりました。ということは、商店街についているような防犯カメラとか、ああい

うカメラについては、ほとんどこの条例の対象になってくるということですね。 

【法務担当課長】  そうです。 

【中川委員】  法律をつくるか、よく分かっていないのですが、ほかのデータベース等を用いてい

て個人情報取扱事業者には当たるのだけれども、防犯カメラを併せて運用しているような事業者等に

ついてはどのように理解すればよろしいでしょうか。 

【法務担当課長】  そこをこの条例では個人情報取扱事業者としては扱っていません。つまり、映

像データにつきデータベースを構成しているかどうかで区分けする必要が本条例ではあるというふう

に理解しておりますので、その考え方に基づいた形で改正案を提示させていただいております。つま

り、法が適用される、もしくは条例が適用される、二者択一、必ずカメラ設置者には条例か法が適用

されるというふうな立てつけにしております。漏らしがないようにしております。 

【中川委員】  よく理解できました。ありがとうございます。 

【中村委員】  中村からよろしいでしょうか。 

【石居会長】  はい、お願いします。 

【中村委員】  先ほど関口委員からも提案が出ましたが、１条の目的に「市民等の権利利益を保護

するとともに」という部分の文言ではなくて、「プライバシーに配慮するとともに」といったような、

その改正の目的を明記するのがよろしいかなというふうに思いました。今回の改正の趣旨が、プライ

バシーの保護という観点からその条例の存在意義を認める点にあるのであれば、目的に掲げるべきな

のではないかというのが私の意見です。これが１点です。 

【法務担当課長】  この点について少し補足させていただきます。 

 今委員が御指摘されたところは非常にこちらとしても悩みました。あえてこの文言を残すことにし

ました。その理由につきましては、まず１点目、プライバシー権について国の法令では定義がされて

いなくて、専ら判例の蓄積に委ねられております。なので、内容及び外延というのが非常に不明確と

いうところがございます。 

 さらに、国の個人情報保護委員会では、個人情報保護法はプライバシーを保護しているのだ、こう

いう言説が最近見られるようになりました。そうすると、単にプライバシーを保護するということだ

けでは個人情報保護法と全く重複してしまうということになります。 
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 ただ、先ほど防災安全課長が申し上げたとおり、この権利の内容として、私生活をみだりに公開さ

れない権利ないし法的利益を位置付けるときに、個人が識別できるか否かに関わらず、私生活がみだ

りに公開されてしまって権利侵害だという余地がございますので、プライバシー侵害になり得るとい

うふうに考えられます。ただ、そこをまとめてプライバシーといった場合に、今、国の個人情報保護

委員会が言っているプライバシーとどう違うのだと、法と重複してしまうのではないか、法と抵触し

てしまうのではないかといった指摘があり得るというふうに考えておりますので、あえてそこは権利

利益という文言にしております。 

 加えて、もう少し細かいことを申し上げますと、プライバシー権のほかに、もう１点肖像権という

ものがあると思われます。ただ、これについては、実は個人情報保護と同じように個人が識別できる

か否かでその信頼性を判断している部分がありますので、基本的には個人情報保護と全く重なってし

まう権利かと思われますが、ただ、肖像権単独で保護されるという自体も、今後カメラの運用におい

てはあり得る部分が概念上ありますので、あえてそのプライバシーだけに限らず、市民等の権利利益

をこれからも保護していくというふうに１条ではうたっております。 

【中村委員】  承知いたしました。ありがとうございます。 

 それから続きまして、第９条、個人情報取扱事業者に該当しないカメラ設置者の映像データ等の開

示の条文です。該当しないカメラ設置者は、市民等から自己の映像データの開示又は映像データの利

用を外部提供した記録の開示を求められたときには、合理的な方法により当該データ又は記録を開示

するよう配慮しなくてはならないという配慮義務の規定がございます。これは、具体的な手続や手順、

もしくは記録の開示の配慮に対応しなかった場合の罰則などはございますでしょうか。 

【法務担当課長】  私から説明させていただきます。 

 まず、配慮義務ですので、手順について条例及びその下位規定である条例施行規則には定めがござ

いませんし、係る配慮義務に違反した場合の罰則等は現状ございません。 

【中村委員】  ということは、あくまでこの条文は努力目標として規定しているという趣旨なので

しょうか。 

【法務担当課長】  従前の改正前の現行条例と変わらず、努力目標として定めているという位置付

けでございます。 

【中村委員】  先ほどの説明にあったとおり、私生活をみだりに公開されない権利ないし法的利益

を保護するための改正なのであれば、この条文などについては多少手を入れてもいいのかなという気

がしています。 

【法務担当課長】  この点につきまして、御指摘のとおり検討の余地があると思いまして、検討し

てまいりました。 

 この場合、２号から６号までのいずれかに該当する安心安全カメラ設置者であってということで、

市は除かれておりますし、市以外の安心安全カメラ設置者でございまして、主にどちらかというと民

間事業者が設置する安心安全カメラについての開示規定というふうに位置付けられております。この

ような民間事業者の設置しているカメラの管理について、仮にプライバシーを理由にしたとしても、

開示を直接的に義務付けたりとか、開示しない場合に罰則を設けたりすることが、プライバシーの外

延及び内容が明確化されていない現状で可能かどうかというところに関して考慮しまして、消極的に

考えております。 

 他の自治体について、この点、調べましたが、条例化して開示義務を定めている自治体は、私が見
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た限りではございませんでした。条例化しておらず、民間が設置する防犯カメラについてはガイドラ

インという位置付けをしておりまして、法律上の義務を及ぼしていない扱いにしておりますので、国

立市においてこれを義務化するような立法事実が現状あるかないかというと、あると明らかでは言え

ないと判断しておりまして、従前の条例を維持していると理解をしております。 

【中村委員】  承知いたしました。詳細な御説明ありがとうございます。 

 そうすると、運用指針ガイドラインみたいなものはあるのですか。 

【法務担当課長】  他市におけるガイドラインというのが、全くうちの条例と同じ内容なので、他

市におけるガイドラインというのが要は条例的な位置付けですので、そういう意味では、うちがそれ

に重ねてガイドラインをつくっているわけではございません。 

【中村委員】  承知しました。 

 次、１２条、市長が定期的に報告を求めることができるという条文がございます。定期的にという

のは、具体的にはどれくらいの頻度で、どのような方法で報告を求めることになるのか教えてくださ

い。 

【防災安全課長】  お答えします。 

 定期的な報告ということで、期間ですけども、これまでも年１回、定期的に審議会等で映像データ

の外部提供の件数につきまして御報告させていただいております。なので、引き続き同じような形で

の報告になるのかなというふうに考えてございます。 

 以上となります。 

【法務担当課長】  補足させていただきます。 

 委員が御心配されているのは、運用だけではないのかという御心配だと思うのですけど、この運用

につきましては、安心安全カメラの設置及び運用に関する条例施行規則第６条におきまして、定期報

告書第４号様式により年１回行うものとするというふうに明文に定められておりますので、制度化さ

れております。 

 以上です。 

【中村委員】  ありがとうございます。 

 この報告が何か形式的なものになってしまってはあまり意味がないのかなと思いました。定期的に

行っているから行っているということじゃなくて、これこれこういうプライバシーに配慮した運用を

こういうふうにしているのですという内容の報告にしていただけるとよいと思いました。 

 私からは以上です。 

【石居会長】  ありがとうございます。 

 ほかにいかがでしょうか。中川委員、お願いします。 

【中川委員】  今回の条例の対象から、特に外部提供等に関して行政が外れる、市の設置する安心

安全カメラが外れるということのようですけれども、対応を伺いますと、法に規定されている個人情

報保護法で既に規制が及ぼされている部分が大部分であって、現状のこの安心安全カメラの条例と同

様の責務を市として追い続けるというふうな理解でよろしいのかどうか。 

【法務担当課長】  具体的には個人情報保護法６９条で行政機関の第三者提供の制限というのが定

められておりまして、かなり詳細に定めがあります。現行の条例よりもかなり具体化しているもので

すので、私の意見としては、従前どおりの運用ができるものと理解しております。 

【石居会長】  ほかに。 
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【岸委員】  現状ですと、例えば自治会ですとか町会とか商店街とか、そういうところが個人情報

取扱事業者に該当しないけれども安心安全カメラを設置しているということで、この条例の対象にな

ってくるということになっていると思うのですけれども。改正されるとなった場合は、既に、もう届

出がされているそういう事業者さんたちに対する、実際のところの運用は変わらないと思うのですよ。

何か周知ですとか、そういう措置とかはお考えになっているのでしょうか。 

【防災安全課長】  現状としては、今、委員がおっしゃったとおり、法改正があったとしても、そ

の該当はいないということですので、特に周知とかは考えてございません。 

【岸委員】  まあ、今までどおりやってくださいと。 

【防災安全課長】  そうですね。 

【岸委員】  そうしますと、今まではどういう感じでやっていて、一番最初は、特に届出のときに

きっちりといろいろやられていると思うのですけれども、その後の注意喚起ですとか、そういう面は

あるのでしょうか。 

【防災安全課長】  そうですね、今、年１回にその報告を定期的にやっていて、形式的にという形

ではないのですけども、報告させていただいて、それ以外に対外的に周知しているということはない

です。現状としてはありません。 

【岸委員】  ごめんなさい、年に１回の報告というのは、設置している自治会さんとかから……。 

【防災安全課長】  安心安全カメラが設置されている方たちの報告を定期的に市から求めまして、

どのような形で開示をしているのか、情報提供しているのか、外部に提供しているのかということを、

年に１回、保護審のほうで報告させていただいているという形になります。 

【岸委員】  はい、分かりました。 

【関口委員】  私からももう１点いいですか。 

【石居会長】  どうぞ。 

【関口委員】  改正後の運用について、非常に何とかこの条例を実効力のある形で残そうとされて

いる努力とかは非常に認められると思うのですけど。この事業者によって、これは個人情報保護法対

象の事業者とか、これは安心安全カメラの条例の対象事業者とかと分けていくと、現場はどの条例や

どの法令にのっとって事業者に運用、安全管理とかを求めていくのかという混乱は生じないのですか

ね。 

【防災安全課長】  それを精査するのは事務局なのかなと思っているので、そこの見識というのを

きちんと事務局で持ち合わせて、こちらは該当するしないということが、法と条例に照らし合わせて、

どちらに抵触するのかということを、その都度その都度の判断なのかなと思っているのですが。今ま

でも大体、あと補助金とかが絡む、補助金要綱があるのですけども、大体商店街さんとか自治会さん

は安心安全カメラをつけるときに補助金をあてがっているのですけども、そのときにきちんと窓口で

対応している中で御説明しているという形がありますので、引き続きその形で、法改正があった中で

も条例なのか法なのかというところの判断を適切にしていかなければいけないのかなと思っています。 

【関口委員】  ここは整理とか運用に向けての運用フローの整備とかはされているのですか。 

【防災安全課長】  規則のほうをこれから条例改正と併せて見直しというか、多分、いじらなけれ

ばいけないのかなと思っているので、その実務的なところも含めて、現実的なところを含めて、規則

も改正しなきゃいけないのかなというふうに思っています。 

【法務担当課長】  あと１点補足しますと、事実的な場合分け、この設置者が個人情報取扱事業者
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に当たるかどうかの見分けがつきにくいのではないのかというのが御心配な点だと思うのですけども、

これについては、改正個人情報保護法２１条におきまして、個人情報取扱事業者に当たるものについ

ては、事前に取得される被取得者に対して、その取得される個人情報の内容とか、これをどういうふ

うに利活用するのかとか、保存期間について、明示しないといけない、事前に説明しないといけない

というふうに定めがございます。 

 カメラについて、そういうことを明示しないといけないことになりますので、例えばカメラを設置

している下の部分に、現状その個人情報取扱事業者としてカメラを設置して、そこで取得した映像デ

ータにつきましては、個人データ化してこれこれこういう目的のために使用しています、保存期間は

何年です等について、業者のほうで明示しないといけない仕組みになっております。ですので、従前

どおりのカメラにつきましては、その適用が排除されますので、法がそういったことをカメラ設置者

に求めておりますので、その表示及びホームページ等で確認して、ある程度、確証を持って分類分け

ができるものかなと考えております。 

 補足は以上です。 

【関口委員】  ありがとうございます。 

 安心安全カメラを新たに設置するときとか新たな事業者登録するときというのは、多分そういうす

み分けとか整理がきちんとできて実施できると思うのですけども。その後、例えば運用に入ったとき

に、今もよく安心安全カメラってこう、例えば警察の求めに応じて情報提供してくださいとか、情報

開示してくださいとかそういう事例がたくさん報告されているので、そのときにこの事業者はどちら

の条例に基づいて何を求めるべきかとかという混乱は生じないように、これはしていただきたいなと

いうお願いかなと思います。 

【防災安全課長】  承知しました。 

【中川委員】  何か周知の方法とか考えていらっしゃる？ 

【防災安全課長】  今回は、周知のほうは特に今と現状と変わらないと思っていますので、特に周

知ということは考えてなかったのですけど。引き続き混乱が生じないように、どのような形が一番い

いのかということを考えさせていただいて、適切に判断させていただきたいと思っています。 

 以上です。 

【中川委員】  関連してなんですが、これ、設置運用基準届出に関しては、ある程度、事業規模の

ある者とか行政とかに限られているようなのですけれども、安心安全カメラの設置者自体は、例えば

御自宅にカメラを設置して道路を写しているような個人宅の方も、安心安全カメラの設置者に該当す

るということ。 

【防災安全課長】  個人は該当しないです。 

【中川委員】  個人は該当しないのですか。 

【防災安全課長】  はい。もともとの条例、改正前も改正後につきましても、個人の設置されたも

のについては該当しない扱いになります。 

【中川委員】  安心安全カメラの、その定義とはどこに。 

【法務担当課長】  そうですね、４条に、公共の場所を撮影するための安心安全カメラを設置する

者のうち次に掲げる者として、１号で市長及び教育委員会ということで定めています。 

【中川委員】  ここに安心安全カメラ設置者という定義があるのですね。 

【法務担当課長】  はい。 



 -19- 

【中川委員】  なるほど、了解しました。 

【法務担当課長】  しかも、安心安全カメラの性質として、公共の場所に向けられている必要がご

ざいます。今、委員が御指摘された玄関口に防犯カメラを置くということであれば、公共の場所に向

けられてないということになりますので、そういった安心安全カメラ自体の定義からも外れる形にな

ろうかと思われます。 

【中川委員】  なるほど、分かりました。 

 では、基本的にこの４条に規定する安心安全カメラ設置者の定義に該当する１号から６号までの

方々が本条例の規制対象になるということ。 

【防災安全課長】  そうです。 

【中川委員】  そうなると、行政としてもある程度は把握はできると。 

【防災安全課長】  そうですね、そう思っています。 

【中川委員】  了解しました。 

【石居会長】  ほかにいかがでしょうか。 

 すみません、私から一つだけ。これは少し難しいかなと自分でも思いながら伺うのですが。 

 先ほどの定期的な周知という言い方があったと思うのですが、これは、例えば規定の中に啓発活動

とか周知活動みたいなものを行う努力義務というか、そういうものを規定の中に入れてしまうという

ことは検討されたり、あるいは検討の余地はあるのか。それはやはり規定するほどのことではなくて

運用というレベルで行っていく性質のものなのか、少しその辺りが。対象者が職員ではないのであれ

なのですが、１件前の住民基本台帳ネットワークだと研修という項目が規定の中に入っている。それ

と同じように特に今回、やはり個人情報取扱事業者でない方々にとって見るとその意識というのはど

うしても薄れがちで、そういう中で、罰則規定は難しいのであれば、せめてそこで問題が生じない形

を未然につくるという意味では、啓発とか何かしらのことというのをやっていくことで、９条が及ば

ない部分をカバーするというような立てつけができてもいいのかなと少し思うのですが、その辺りは

やっぱり難しいですかね。いかがでしょうか。 

【防災安全課長】  現実としては、研修を行うとかそういうことはちょっと今までも考えていなく

て、どんな形で周知しているのかを含めてなんですけども、考えていなかったので、その検討は必要

なのかなと思うのですけど。例えば、補助金を出している事業者さんとか、大体商店街さんとかが主

ですので、そのときに補助金交付要綱のところを少し変えて理解を深めるような形でということもで

きるのかなと、今お話を伺って考えていました。その点も含めて、今後規則も改正するということも

ありますので、併せて検討していければなと思っています。 

【法務担当課長】  あともう１点が、現行１１条の苦情処理は、改正なく改正後もこのまま存置さ

れますので、「安心安全カメラの運用又は映像データの取扱いについて市民等から苦情があったとき

は、速やかに適切な措置を講じなければならない」ことに加えて、それを講じられなかった場合には

市長に対し「苦情を申し出ることができる」と。市長は、その「苦情の申出を受けたときは、速やか

に適切な処理をするものとする」というような規定がございますので、この規定に引っかけて、事前

に市のほうから設置者に対していろいろな働きかけをしていくということも考えられますので。ただ、

今御指摘を受けた点というのは非常に重要だと思いますので、運用面及び規則面についても検討して

いけたらと思っております。 

【石居会長】  分かりました。ありがとうございます。よろしくお願いします。 
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 ほかにいかがでしょうか。 

【中川委員】  今の点も含めて、恐らく商店街さんとかはこの条例を直接読んで内容を理解すると

いうことは難しいでしょうから、何かしら分かりやすいリーフレットなりを作成していただくと御理

解いただけるのかなと思いました。 

【防災安全課長】  実は、今現状ついているカメラがだんだん老朽化してきて使えなくなると、保

証とかということで、その再設置というか更新ということも来ているので、あわせて、次年度そうい

う予算を取る形で今予算立てしているので、そのときのタイミングを合わせて広く周知するというこ

とができるのかなと思っています。 

【中川委員】  あと、６条と７条の違う第２案でいくということで、個人情報取扱事業者について

は条例の網をかけることができないというような御判断に至ったと。特段、個人情報取扱事業者につ

いては、もちろん、当条例ではもう扱うことはないという、今回で。 

【防災安全課長】  はい、そういうふうに考えていただいて。 

【中川委員】  了解しました。 

【防災安全課長】  ただ１２条のところだけが一部触れているのかなと思うので、部分的にという

のですかね、関わってくるのがこの１２条なのかなとは思うのですけど。ただ内容的には、国の法律

に包含されるという形の書きぶりだけですね。 

【法務担当課長】  １２条は結構重要な条文でして、外部提供した場合は、必ず市長に報告書しろ

よというところでありますので、結構そこの部分、法との関係もぎりぎりの部分で、割と市の独自性

を出している部分と思いますので、その点、御理解いただければすごく助かります。 

【中川委員】  なるほど、こういう規定が残ったのですね。なるほど、よく理解しました。ありが

とうございます。 

【石居会長】  ほかにございますでしょうか。よろしいですかね。 

 では、答申の取りまとめに移りたいと思います。岸委員、お願いいたします。 

【岸委員】  法律とのすみ分けという点で、案２でいくというのも理解できましたし、御配慮いた

だいているということで、お認めしてよろしいかと思います。 

 会長から御指摘のあった定期的な周知というところは私も気になったところですので、できれば規

則で明文化していただいて、長期間やっていると何となくだらけてくる部分というのは誰だって出る

ものですので、定期的な周知というところを何とか明文化していただければというふうに思います。 

【石居会長】  中村委員、お願いします。 

【中村委員】  お認めしてよろしいかと存じ上げます。 

 今後の課題としては、プライバシー権の外延部分が明確になった場合には、ぜひそれを目的とあと

基本原則に取り込んでいただきたいと、肖像権も含めて。判例の蓄積によってプライバシー権の中身

それから外延部分、肖像権の中身、外延部分がだんだん明らかになってくると思います。それを今後

盛り込んでいくような改正を目指していただければと思います。 

 以上です。 

【石居会長】  ありがとうございます。 

 中川委員、お願いいたします。 

【中川委員】  全体としては非常に練られた案だと思いますので、お認めしてよろしいかと思いま

す。 



 -21- 

 ただ、私、この審議会で何度か御指摘させていただきましたが、いわゆる安心安全カメラといわれ

るようなものに関しては、やはり警察機関等への第三者提供というようなことが多く求められる性質

のものであり、一方、市民の権利や利益に対する信頼性が高いものでもありますので、その点の運用

が引き続き適切になされるよう、行政機関や個人情報取扱事業者がこの条例から外れるということに

なったとしても、適切な運用に努めるよう、何らか工夫等をしていただければいいと思います。１２

条で、市長に定期的に報告するということになっておりますので、報告の在り方等を工夫することで、

実質的に運用の改正につながるようにしていただければと思います。 

 よろしくお願いします。 

【石居会長】  関口委員、お願いいたします。 

【関口委員】  お認めしてよろしいかと思います。 

 非常に難しい中で、何とかこの安全な運用を形に残そうという努力が非常に見られるとてもよい内

容だと思っています。なので、円滑な運用に向けて御検討を引き続きお願いできればと思います。 

【石居会長】  ありがとうございます。 

 私もお認めしてよろしいかと思います。 

 最後に補足で御説明いただきましたが、やはりその１２条が残っているということがとても大事だ

と思いますし、これに基づいて、実のある報告・運用という話も今日出ていたと思いますが、それが

進んでいくというか続けていくことができることがやはり大事かなというふうに思います。 

 周知の部分は、運用なのか規定なのか、少しその辺は整理をしていただいて方針を決めていただけ

ればありがたいなというふうに思います。 

 いずれにいたしましても、答申としてはお認めするという形でお出ししますので、引き続きよろし

くお願いいたします。 

 ありがとうございます。 

【防災安全課長】  ありがとうございました。 

【石居会長】  それでは、３の報告事項のほうに移りたいと思います。 

 ３－１、個人情報目的外利用等届出の報告についてということで、よろしくお願いいたします。 

【事務局】  それでは、資料３－１からとなります。 

 目的理由、目的外利用等する期間及び提供先は記載のとおりとさせていただきますので、よろしく

お願いいたします。 

 まず３－１ですが、こちらは職員課の職員給与等支給業務でございます。本人同意に基づきまして、

対象者の時給額等のデータを提供する外部提供でございます。 

 １枚おめくりいただきまして、続きまして３－２は、しょうがいしゃ支援課の精神障害者の支援及

び医療に係る業務でございます。こちらは刑事訴訟法に基づく捜査照会に対しまして、立川警察署に

対し、対象者の滞納状況等について回答した外部提供でございます。照会目的でございますが、対象

者がお亡くなりになっていたということで、存命中、市役所に相談していたということが分かったと

いうことで、どういった内容のことを相談していたのかということを確認したいという内容でござい

ました。 

 以上、簡単でございますが、報告とさせていただきます。 

【石居会長】  ありがとうございます。 

 御質問等ございましたらお願いいたします。よろしいですかね。 
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 では、報告事項は以上ということになりますね。ありがとうございました。 

 その他、ございますでしょうか。 

【事務局】  では、私のほうから。 

 本日で任期は１回、満了という形になります。最後の最後まで御審議いただきまして、ありがとう

ございます。 

 次回の審議会の日程のほうですが、２月８日、水曜日、９時半からとなっております。 

 この日は、委嘱状の交付等がございますので、御出席いただく形でよろしくお願い申し上げます。 

 事務局のほうからは以上でございます。 

【石居会長】  ありがとうございます。 

 ほかにございませんか、よろしいでしょうか。 

 そうしましたら、第１８２回及び今期ということになりますが、国立市情報公開及び個人情報保護

審議会を終了したいと思います。 

 どうも皆様、ありがとうございました。 

 

―― 了 ―― 


